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障
が
い
の
あ
る
方
の
声
を

市
政
に
反
映

　

政
策
提
言
サ
ポ
ー
タ
ー
（
聴
覚
、

精
神
、
知
的
障
が
い
の
あ
る
方
4

人
）
が
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
市

政
に
対
す
る
意
見
や
要
望
を
お
聞

き
し
ま
す
。

8
月
25
日
㈮
午
後
2
時
〜
4
時
。

東
区
体
育
館（
東
区
北
27
東
14
）。

障
が
い
の
あ
る
方
と
そ
の
家
族

や
関
係
者
。

障
が
い
福
祉
課
（
211
）2

9
3
6
、

人
工
肛
門
・
人
工
ぼ
う
こ
う
の

方
の
た
め
の
相
談
会

8
月
19
日
㈯
＝
北
区
民
セ
ン

タ
ー
（
北
区
北
25
西
6
）、
20
日

㈰
＝
西
区
民
セ
ン
タ
ー
（
西
区
琴

似
2
の
7
）。
い
ず
れ
も
午
後
1

時
30
分
〜
4
時
。

身
体
障
害
者
福
祉
協
会

（
641
）8
8
5
3

福
祉
用
具
公
開
講
座

車
い
す
、
つ
え
、
歩
行
器
の
選

び
方
に
関
す
る
講
演
と
体
験
。

8
月
30
日
㈬
午
前
10
時
〜
正
午
。

身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
西
区
二
十
四
軒
2
の
6
）。

25
人
。

、

。
上
欄
必
要
事
項
を
記

入
し
、
8
月
11
日
㈮
か
ら
身
体
障

害
者
更
生
相
談
所
（
（
644
）2
9

0
0
）
へ
。

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所

（
641
）8
8
5
2

高
齢
者
の
活
動
を
支
援
し
ま
す

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
の
高
齢
者
団

体
が
行
う
次
の
事
業
に
つ
い
て
、

経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
①

先
駆
的
な
生
き
が
い
活
動
を
行
う

高
齢
者
の
居
場
所
・
活
動
拠
点（
シ

ニ
ア
サ
ロ
ン
）の
運
営
、②
社
会
貢

献
に
係
る
先
駆
的
な
取
り
組
み
。

8
月
1
日
㈫
か
ら
区
役
所
で
配

布
す
る
事
業
計
画
書
な
ど
を
8
月

31
日
㈭
ま
で
に
持
参
。
選
考
あ
り
。

高
齢
福
祉
課
（
211
）2
9

7
6

小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

整
備
募
集
説
明
会

　

市
内
に
開
設
を
計
画
す
る
事
業

者
向
け
の
説
明
会
で
す
。

8
月
11
日
㈮
午
前
11
時
〜
正
午
。

市
役
所
5
階
南
西
会
議
室
。

社
会
福
祉
法
人
（
設
立
見
込
み

含
む
）。
1
法
人
2
人
ま
で
。

高
齢
福
祉
課
（
211
）2
9

7
6

高
齢
者
福
祉
功
績
者
表
彰
式
・

シ
ニ
ア
提
言
の
集
い

表
彰
式
後
、
シ
ニ
ア
に
よ
る
提

言
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
。

9
月
6
日
㈬
午
後
1
時
30
分

〜
3
時
30
分
。
社
会
福
祉
総
合
セ

ン
タ
ー
（
中
央
区
大
通
西
19
）。

社
会
福
祉
協
議
会
（
612
）

6
1
1
0

千
人
ダ
ン
ス
ス
ポ
ー
ツ

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

無
料
で
社
交
ダ
ン
ス
を
楽
し
め

ま
す
。

9
月
10
日
㈰
午
前
11
時
30
分
〜

午
後
4
時
30
分
。

真
駒
内
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
（
南

区
真
駒
内
公
園
1
）。

社
会
福
祉
協
議
会
（
612
）

6
1
1
0

介
護
保
険　

〈
低
所
得
者
減
免
制
度
〉

　

18
年
度
の
保
険
料
が
第
3
段
階

以
上
で
、
次
の
す
べ
て
の
基
準
を

満
た
す
65
歳
以
上
の
方
は
、
申
請

に
よ
り
最
も
低
い
段
階
の
金
額
ま

で
介
護
保
険
料
が
減
免
さ
れ
ま
す
。

お
住
ま
い
の
区
の
区
役
所
保
険
年

金
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。　

①
17
年
中
の
収
入
の
合
計
が
単

身
世
帯
で
120
万
円
、
2
人
世
帯
で

160
万
円
（
以
降
1
人
に
つ
き
50
万

円
を
加
算
）
以
下
、
②
世
帯
全
員

の
預
貯
金
の
合
計
額
が
350
万
円
以

下
、
③
別
世
帯
の
市
民
税
課
税
者

に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い
、
④
世
帯

全
員
が
居
住
用
な
ど
以
外
の
不
動

産
を
所
有
し
て
い
な
い
。

持
参
す
る
も
の
世
帯
全
員
の
17
年

中
の
収
入
の
分
か
る
も
の
、
預
貯

金
額
の
分
か
る
も
の
、
加
入
し
て

い
る
健
康
保
険
の
保
険
証
。

区
役
所（
１
㌻
）の
保
険
年

金
課

国
民
健
康
保
険　

〈
所
得
申
告
書
の
提
出
を
〉

　

国
民
健
康
保
険
料
は
、
前
年
の

所
得
に
基
づ
い
て
算
定
し
ま
す
。

所
得
税
や
住
民
税
の
申
告
を
し
た

方
は
申
告
内
容
を
基
に
算
定
し
ま

す
が
、
申
告
を
し
て
い
な
い
方
に

つ
い
て
は
所
得
申
告
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。
対
象
と
な
る
世
帯
に

は
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

期
限
ま
で
に
必
ず
提
出
願
い
ま
す
。

〈
口
座
振
替
の
ご
利
用
を
〉

　

国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
に
は
、

便
利
で
安
心
・
確
実
な
口
座
振
替

（
自
動
払
い
込
み
）
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。納
付
通
知
書
、預（
貯
）

金
通
帳
、
通
帳
の
届
出
印
を
持
参

し
、
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
、
郵

便
局
か
区
役
所
の
保
険
年
金
課
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

〈
交
通
事
故
に
遭
っ
た
と
き
〉

　

第
三
者
の
加
害
行
為
に
よ
っ
て

傷
害
を
受
け
、
国
保
で
治
療
を
受

け
た
場
合
は
、
必
ず
お
住
ま
い
の

区
の
区
役
所
保
険
年
金
課
に
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

区
役
所（
１
㌻
）の
保
険
年

金
課

国
民
年
金　

　

次
の
場
合
は
、
お
住
ま
い
の
区

の
区
役
所
年
金
係
へ
届
け
出
が
必

要
で
す
。
①
20
歳
に
な
っ
た
と
き

（
厚
生
年
金
・
共
済
組
合
加
入
者

を
除
く
）
②
厚
生
年
金
・
共
済
組

合
の
加
入
者
で
な
く
な
っ
た
と
き

（
被
扶
養
配
偶
者
も
同
様
）
③
厚

生
年
金
・
共
済
組
合
の
加
入
者
の

被
扶
養
配
偶
者
で
な
く
な
っ
た
と

き
（
収
入
増
・
離
婚
な
ど
）。

区
役
所（
１
㌻
）の
保
険
年

金
課
年
金
係

中
小
企
業
経
営
無
料
相
談
会

経
営
改
善
、
財
務
、
Ｉ
Ｔ
な
ど

の
課
題
に
専
門
家
が
対
応
。

①
9
月
6
日
㈬
午
後
1
時
〜

5
時
＝
清
田
区
民
セ
ン
タ
ー
（
清

田
区
清
田
1
の
2
）、
②
10
日
㈰

午
前
10
時
〜
午
後
4
時
＝
北
海
道

経
済
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
（
中
央
区
北

1
西
2
）、
③
13
日
㈬
午
後
1
時

敬
老
パ
ス
の
新
た
な
対
象
者

に
申
請
書
を
交
付

　

8
月
中
旬
に
、
次
の
方
に
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。
敬
老
パ

ス
交
付
を
希
望
す
る
方
は
、
必

要
事
項
を
記
入
し
、
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

①
今
年
6
月
30
日
現
在
、
市

内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
引
き

続
き
居
住
し
て
い
る
方
で
、
昭

和
11
年
10
月
2
日
〜
12
年
4
月

1
日
に
生
ま
れ
た
方
、
②
今
年

3
月
1
日
〜
6
月
30
日
に
転
入

（
住
民
登
録
）し
、
引
き
続
き
居

住
し
て
い
る
方
で
、
昭
和
11
年

10
月
1
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
。

区
役
所（
１
㌻
）の
保
健

福
祉
課
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